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国違改革 。安保理改革に関する日中局長級協議

平成 20年 4月

外  務  省

14日 午後 4時 過ぎより約 2時 間半、中国外交部において、河相外務省総合
外交政策局長は、呉海龍外交部国際司長 との間で、標記協議を実施 しました。
この協議は、昨年 12月 の日中首脳会談及び日中外相会談における合意を受け
て実施されたもので、今週の 日中外相協議、 5月 の胡錦濤国家主席の訪 日を控
えて行われたものです。

なお、 16日 午前には、河相局長は、劉結一外交部部長助理 と会談 し、安保
理改革 ,国連の果たすべき役害1等について意見交換する予定。

14日 の協議の概要は以下のとお りです。

1  安保理改革
(1)安 保理改革について、その必要性については、加盟国間に共通の認識が

あること、改革に当たっては、理事国の拡大 と安保理の効率性の向上の
バランスをとる必要があること、可能な限り多くの加盟国の支持を得て

行 うべきことで意見が一致 した。
(2)ま た、河相局長からは、我が国の安保理改革に関する取組の現状につい

て説明すると共に、我が国の安保理常任理事国入 りについての中国の積
極的な姿勢を求めた。

2  国連改革に関するその他の問題

これまでに行われてきた改革として、国連平Tll構築委員会、人権理事会及
ぴ国連事務局の改革について意見交換を行 うとともに、開発の問題において
国連の果たす役害J等にもぃても、意見交換 した。

3  本協議の継続

今後 とも、両国間の意思疎通及び協力を図つていくために本協議を続けて
いくことで一致 した。

(了)
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出展:外 務省提出資料



中国産冷凍ギ
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注2)神経症
籍霧 続

有機リン中毒を疑わせる症状が

わ
馨智:難議

のヽ鯨謝1権繰等により
注4)中 国産冷凍ギョウザ等に関連した相談
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籍督.晏』轟集ヽ L畢

食品表示 110番 の実績について

1 食品表示 110番 への3月 (3月 1日 ～ 3月 31日 )の問い合わ
せは、2, 419件 であった。

(注 )ラ ウンドの関係で率(%)の 計は
一致しない場合力`ある。

出典 :農水省作成資料

惨 考)開設(平成14年 2月 15日 )以降の問合せ件数:84.443件 。

3 寄せられた意見等

・
賀轟,暴95禁「着響馨言ぜ曇彗[::11塘:見晏l`呈各奮についても原料原産地表示を

，
０

2.問 合せの あ つた は以下の とお |

区分

品目別

20年 3月 分
(参考)

19年 度累計 18年 度累ll 1フ年度累ll

件数 率 件数 率 件数 率 件数 率

生鮮食品 462 19% 4,690 19% 2,939 18% 2,844 18%

1  食肉 93 4% 1.213 50/1 635 4% 677 4%

1 青果物 145 6% 1,714 7% 1,260 8% 1.042 6%

1 水産物 179 α
ハ

「
′ 1,364 6% 741 5% 905 6%

1 生鮮全般 45 2% 399 2% 303 2% 220 1%

加工食品 1,563 65% 14,837 60" 9,345 57% 7,982 49%

1食 肉加工品 62 3% 856 3% 585 4% 422 3%

米麦 224 9% 3.520 141。 3,o14 18% 3.982 25%

1  精米 189 8% 2,974 12% 2.561 16% 3.495 22%

その他 170 7% 1,680 ”
Ａ

，
′ 1,151 7% 1,348 8%

合計 2,419 24,727 16,449 16,156
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4月 8日

国民生活センターに寄せられた「中国産ギョウザ問題に係る健康被害J相談件数
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リスク評価
(科学的評価)
内閣府
食品安全委員会

食品を摂取することによリ
人の健康に及ぼす影響につい
て科学的に評価すること

例 :農薬の安全性評価
一日摂取許容量
(00mg′ kg体コ 日)の

リス ク 管理
(政策決定
・実施)

厚生労働省、

農林水産省等

リスク評価結果に基づき、
国民の食生活の状況等を考慮
し、基準の設定や規制の実施
等の行政的対応を行うこと
く緊急暫定的な対応を含む)

傷 :農薬の残留基準の設定
米の中の残留基準
00mg/kg以 下に設定等

リスクコミュニケーション

艦賃翼裏曇房驚亀1再昇1場曇電策の実施

b

出典:内閣府作成資料



国民生活審議会消費者政策部会報告書『国民生活センターのあり方」

国民生活センターと消費生活センターは消費者問題の現場で中心的な役割を担っている。
→ 「消費者が主役となる行政」において、両者が―体となつて、機能強化を図ることが必要

一
一

一一一一一一一
¨
一ヽ
一ヽ
一一

消費者問題に関する
ワンストップ・サービス拠点

現場情報を政策に反映市場の監視役

・消費者から見てわかりやすい窓□
の整備
→消費生活センターのネットワークを

強化し、地域における一元的窓口の

形成を推進
→消費生活センターの相談能力向上

のため、経由相談や研修を充実
→消費問題窓口へのPI∝NETF置

・消費者紛争の解決
→地方の音情処理委員会の活性化
→センターの紛争解決機能の整備 ・充実

・消費者F・5題に関する情報の迅速かつ

一元的な集約
→関係機関の情報を含め、センターに

情報を一元的に集約
・分析 ・調査研究の充実強化
→ f消費者Gメ ン (仮称)Jの 設置

・商品テス ト機能の充実強化
→センターが重要と判断したテス トを、
他機関が優先的に実施する制度

・消費者の自立支援に向けた情報提供 ・

消費者教育

・国際的な連携の促進

事業者に対する監視機能の強fじ
・消費者視点に立 つた事業者の活動の促進

・法執行部Fヨとの連携
→法執行部門への勧告等
→センターが立入調査等を担 うことに

ついての検討

・政策の企画立案への反映
→政策提言へのヽヽ状況を各府省 は公表

・公務員等の研修の場
→センターや消費生活センターの現場を

体験できる研修制度

△

・事業者の違法な行為等に対する差上請求権の付与
・被害者の金銭的救済に公的機関として主体的な役割を果たす

地方 の消費生 活 センター等 の活 性 化

・消費生活センターについて法律上の位置付け等により機能拡充

消費者行政の重要性の認識を高める働きかけ

出典 :内閣府作成資料
〇



『迷ったらここ:J消 費者が頼れる‐元的窓回の差り方  [電 黎窮鍵第諄閣

消費者が何でも相談できる一元的窓口(消費生活センターを改組)が全国をカバー

O国 と地方が協議の上、各県の消費生活セン

ター(以下、センター)を法的に位置づけて改組

し、強固な全国ネットワニクを構築

安全など緊急な対応を要する案件について、
365日24時間対応し得る体制を検討

O各 県のセンター共通の相談ダイヤルを設置

O地 域性が強い案件を含め、センターは、相談

受付から助言‐あつせんまで一貫して一つの窓

口で対応が可能

O国 民生活センターは、各センターの情報のみ

ならず、保健所等関係機関の情報を含め、一

元的に集約・分析し、情報発信、原因究明(商

品テスト等)一 体制強化

「6橿 雹61
會  ユ

・国民生活センター

消費者何でも相談窓口

ヽ 0

出典 :内閣官房作成資料



国際捜査共助の実施状況

受話した事件数
(年内に共助を実施し要請国に回答した件数)

嘱託した事件数
(捜査共助が実施されている件数)

平成可5年 21(22) 11(7)

平成16年 24(21) 5(3)

平成17年 71(61) 8(5)

平成18年 35(42) 16(9)

平成19年 34(41) 14(10)

出典 :法務省作成資料
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